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「過労死促進法」ゆるさず！ 

安倍政権が 2018 年通常国会で強引に成立さ

せようとしている労働法制の改悪――労働時間

への制限を取り払う「高度プロフェショナル」

制度、過労死認定ラインまでの長時間労働にお

墨付きを与える「時間外労働の上限規制」など。

愛知健康センターは、労働者を過労死・過労自

死により一層追い込みかねない諸法案の成立を

阻止するために運動を展開してきました。 

私たちは、労働法制反対実行委員会に参加し、

毎週のように街宣を繰り広げ緊急集会も行いま

した。さらに健康センター独自でも宣伝行動に

取り組みました。私たちは今後も労働諸法制の

改悪に反対する闘いに全力を挙げていきます。

（6月 20日中村一三 記） 

mailto:inoken-aichi@roren.net
http://inochikenkouaichi.blog.fc2.com/
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働くものの安全と健康セミナー2018 

～ 誰もが いつも 元気に 暮らせる ように ～ 

事務局長  鈴木 明男 

今回から「労安学校」を改め「働くものの

安全と健康セミナー」と名称を改めました。 

実行委員会で毎回ミニ学習会を積み重ね

て労働現場の実態や過重労働、パワハラ、団

体交渉でのやり取りなどについて個別具体的

に議論を進めてきました。 

その中で教員の過重労働は部活・検定等、

本務外のかかわりが問題になっています。ミ

ニ学習会で公務災害認定請求事件を闘った事

例報告がありました。 

今、全国的に教職員の長時間労働が大問題

となっています。しかし、公務災害だと訴え

ることは稀です。本件は教職員組合がご遺族

に働きかけて、法廷闘争に臨みました。結果

は勝訴しました。今後、過労死防止の運動を

進めるために先ずは時間外労働を減らす、な

くす闘いをこの愛知から発信ることが重要で

す。 

 

一日目は「パワハラについて考えよう＝い

かに予防するのか」と題して事例を基にした

ワークショップを５～６人のグループに分か

れて行いました。 

グループ毎に司会者と書記を決めて設問

に答える方法で行い、結果を出し合ました。

感想の中にはパワハラを含む「指導」は優秀

な人が辞めてしまう。作業効率が落ちる。あ

ってはならない自死を招くなどの意見が集中

しました。 

続いて名古屋過

労死弁護団の岡村

晴美弁護士からパ

ワハラ予防は、その

構造から理解をす

ることが大切だと

して、パワハラの定

義として「組織上・

上司が職務権限を

使って、職務とは関

係のない事項について、あるいは職務上であ

っても適正な範囲を超えて、有形無形に部下

に継続的に圧力を加え、受ける側がそれを精

神的負荷と感じたときに成立する」と前置き

し、その実態は身体的・精神的な攻撃や達成

できない過大な要求とか、逆に草むしりなど

過小な業務を与え見せしめにするなど人権侵

害も話されました。 

また、熱心な指導とパワハラの違いについ

ても言及されました。 

 

二日目は「労安活

動の基礎講座」と題

して医学博士の宮尾 

克先生が講演。 

宮尾先生は愛知健

康センターの結成当

時に何度か講義をし

て頂きました。 

安全衛生法は憲法２５条と２７条を具体

化する労働基準法と相まって、「労働災害の防

止のための危害防止基準の確立、責任体制の

明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる

等その防止に関する総合的計画的な対策を推

進することにより職場における労働者の安全

と健康を確保するとともに、快適な職場環境

の形成を促進することを目的とする」と労働 

ワークショップでグループの報告 

 

岡村弁護士 

 
宮尾医学博士 



3 

 

安全衛生法の正に基本を強調されました。そ

の上でＰＤＣＡ（計画～実施～評価～改善～）

のサイクルを繰り返す

ことの重要性を教えて

頂き、初心に戻る良い

講義でした。 

 

講座の合間に、過労

死を考える家族の会の

大迫さんから裁判支援

の訴えがありました。 

 

職場報告ではＴＮ製

作所で実際に被災され

た岩永さんは「右眼失明

と左眼も視力が衰えて

いる」「精神的にも不安

定」であるという生々し

い報告をしました。また名古屋市職労の桐村

さんから労働・健康実態や数値目標を持った

心の健康づくり計画などが報告されました。 

今回は２日間で延べ６０名の参加でした。 

 

今、国会で「働き方改革」が審議されてい

ます。成果主義と時間外労働無制限の新自由

主義的な発想ではなく、労基法３２条の厳格

化、３６条は廃止など思い切った規制強化を

し、「過労死等防止対策推進法」を真に生かす

べきだと思いを新たにしたセミナーでした。 

 

働くものの安全と健康セミナーに参加して 

愛労連 名古屋中センター  高木 真一 

 5月 26日、愛労連と愛知健康センターが共

催する「働くものの安全と健康セミナー」が、

労働会館本館で開催され、パワハラについて

考え・学ぶ機会を得ました。 

 「ワークショップ」は積極的な参加が求め

られるため、大丈夫かなと思いましたが、グ

ループ内の参加者の方が基本的な知識を持ち、

お話が上手で、論点を整理して進められたの

で、理解しやすいものになりました。 

グループでの発言後は、それぞれのグルー

プ書記の方がまとめの報告を行い、グループ

毎の意見が整理され、そこにアドバイザーの

岡村弁護士が説明を行い、「パワハラ」、「予防」

を考える時の視点がわかりやすいものになり

ました。 

ワークショップの後には、岡村弁護士に

「パワハラをいかにして予防するか」「構造か

ら理解をしよう」と講演がありました。 

講演では、パワハラは①組織･上司が職務

権限を使って、②職務に関係あることも、な

いことも、③適正な範囲を超えて、④有形無

形に、⑤継続的に圧力を加え、⑥受ける側が

精神的負担と感じた時に成立するものとの定

義を解説されました。また、有形無形の継続

的圧力に 6類型があり、①叩くなど身体的攻

撃、②同僚の面前で叱責など精神的攻撃、③

できない量の仕事を押しつける過大な要求、

④やらなくてもよい仕事を命じる過小な要求、

⑤懇親会に誘わないなどの人間関係から切り

離す攻撃、⑥プライバシーへの干渉など個の

侵害・攻撃の型があります。「熱心な指導」と

「パワハラ」との相違点は「結果の表れ方に

ある」パワハラは作業効率が落ち、ミスが増

え生産性を落とすものだ。と岡村弁護士が説

明され、「なるほど」と思いました。また、パ

ワハラの生じない職場づくりには「労働安全

委員会」のような日常組織があると随分違う

のではないかと考えさせられた講演でした。 

 
大迫さんの訴え 

 

岩永さん（左）と労災補償を解説する竹久さん 

 

桐村さん 
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『働き方改革』法案の徹底審議を！高プロは廃案に！ 

――愛知で運動を展開―― 
事務局次長  吉川 正春 

安倍内閣の「働かせ方改革」は「世界一企

業が活躍しやすい制度」を目指し、生産性の

向上と成果主義の徹底などを進めるもので、

「過労死促進法」と言われています。国会で

は野党に加え、連日「全国過労死を考える家

族の会」の皆さんが体を張って反対行動を続

けています。 

愛知では「労働法制改悪反対実行委員会」

（愛知県労働組合総連合・コミュニティユニ

オン東海ネットワーク・名古屋過労死を考え

る家族の会・愛知働くもののいのちと健康を

守るセンター・自由法曹団愛知支部・東海労

働弁護団）が共同して反対運動を進めていま

す。 

国会審議が始まった 2018 年 4 月からは、

毎週の早朝街頭宣伝を繰り返し行い「働かせ

方改革」がなぜ問題なのか市民に明らかにし

てきました。 

2018 年５月 22 日は全国行動に呼応し、東

海労働弁護団が主催する「緊急集会」を行い、

各団体や職場労働者が法案に反対の声をあげ

ました。連合愛知からも「働くもののための

働き方改革が実現するよう全力で取り組みま

す。働く者のために共に頑張りましょう」の

メッセージが寄せられました。 

参議院で「法案強行採決」が予想された 6

月 19 日は緊急の街頭宣伝をトヨタ名古屋本

社があるミッドランドスクエア前で行いまし

た。参加者の訴えとチラシを配布しました。

安城市議、ユニオン三重、ふれあい、愛労連、

過労死家族の会、東海労弁、全トヨタ労働組

合、連帯ユニオン、健康センターと多彩な弁

士達です。その後トヨタ本社に過労死促進の

「高プロ」導入を許さない申し入れを行い、

トヨタは要請書を受け取り社長に届けると約

束しました。 

6月 19日現在、国会は会期延長され法案の

行方は明らかでありませんが、私たちの子供

や孫の時代に「過労死促進法」につながるも

のを絶対許さないようさらに声をあげましょ

う。 

名古屋過労死を考える家族の会代表も各地で訴え 

名古屋過労死家族の会代表内野博子さん

はこの事態に各地で訴えてきました。その内

容を紹介します。 

 

私は「名古屋過労死を考える家族の会」の

代表世話人の内野といいます。 

名古屋の家族会は、全国に先駆けて２９年

前の平成元年に発足しました。きっかけは、

その前年の６月に、全国の弁護士・医者など

職業病に詳しい専門家が中心となって行った

「過労死 110番」です。予想をはるかに超え

た電話が殺到し、その反響から「過労死」と

うい言葉も認識されました。そして、それま

でひとりぼっちだった遺族が、悲しみを乗り

越えて「家族の会をつくろう」と声をあげ、

初めての会が名古屋で結成されました。 

その後、東京、京都、大阪など全国に広が

り、去年は神奈川、東九州、山陰、四国にも

できて、現在 17カ所になりました。これは、

当初の結成から 30 年近くたっても未だに過

労死がなくならない。それどころか、過労自

死は増えている。そんな悲しい現状を表して

います。 

 

私自身もまさか過労死の遺族になるとは

思っていませんでした。2002年２月９日の早

朝、自動車会社の工場で働いていた夫が職場

で突然倒れ、そのまま亡くなったのです。 
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夫の仕事は二交代勤務を１週間ごとに繰

り返す不規則勤務で、品質管理担当者だった

ので何か不具合がある度に工程から苦情を受

けたり、その対応に追われたりする立場でし

た。いつもニコニコしている優しい人でした

が、残業が増えるに従って笑顔がなくなり、

2001年当時は北米輸出が多くなって、休日出

勤や残業も増えました。また、非正規雇用の

社員が増えたため、責任のある仕事が正社員

に集中してきました。そして「自主活動」と

言われていた「カイゼン活動」など、さまざ

まな業務も同時進行で任されて、頭が回らな

い状態になりました。家族や友人は心配して

いましたが「仕方がない」と答え、ついに夜

勤の朝、上司の横で倒れて帰らぬ人となりま

した。結婚７年目で、夫はまだ

30才、子どもは１才と３才でし

た。「明日からどうしよう。」

そんな不安と悲しみの中、子育

てと仕事をしながら労災を認

定していただくのは本当に大

変でした。もう、そんな思いを

誰にもしてほしくありません。 

 

けれども、政府は「働き方改革法案」を明

日にでも強行採決しようとしています。間違

ったデータをもとに審議してきた「裁量労働

制の拡大」は廃案になりましたが、「スーパ

ー裁量労働制」と言われる「高度プロフェッ

ショナル制度」はまだ残っています。 

夫は裁量労働制や高プロ対象の仕事では

ありませんでしたが、残業時間は事前に決め

られており、いくら残業をしても、その決め

られた残業時間以外にはほとんど追加での残

業時間は認められませんでした。そのため、

実際の残業は「144時間」でしたが、その３分

の 1である「46時間」の残業時間しか管理さ

れていなかったために、最初は労災認定され

ませんでした。それでも行政裁判をおこし、

仕事の内容を証明したり、帰宅時間から逆算

したりして、大変な思いをして裁判に勝って

何とか労災を認めてもらうことができたので

す。つまり、一般の労働者でもこうして仕事

の時間管理ができていない事が多いのです。 

これが「高度プロフェッショナル制度」で

労働時間規制がなくなると、真面目に長時間

の仕事をする人ほど過労死する危険が高まり

ます。そして、時間管理がされないというこ

とは、過労死をしても調査ができないという

ことであって、労災申請さえ難しくなるので

す！ 

もう１つ「残業時間の上限 100時間」はよ

り庶民に関係してくるので怖い。規制強化で

「残業時間に上限をつける」といっても、100

時間では「過労死の合法化」です！去年から

今年にかけて、残業時間が 100時間未満で労

災認定された過労死の事案が愛知で２つあり

ます。 

仕事がもとでうつになったり、職場で亡く

なったりした過労死ですが、

「残業上限 100時間」が認め

られたら、この 2つのような

事案は、労災認定されなくな

ってしまうのでしょうか。裁

判は法律に基づいて判決を

下すのであれば、こんな怖い

法案を絶対通してほしくあ

りません。せめて、45時間に

修正はできないのでしょうか。 

 

2018 年 2 月は夫の 17 回忌でした。年数は

経ちましたが何も変わってないようで悲しく

なります。「働き方改革」という名称で国民

をあざむきながら、都合のいい法案を通そう

とする政府には怒りがわいています。労働時

間を増やして残業代を減らそうとする、この

法案は「過労死促進法」です。 

全国過労死を考える会の仲間も連日、国会

で頑張っています。寺西代表が、厚生労働委

員会で参考人として意見陳述をされました。

安倍総理にも面会の要請をしていますが、返

事はないそうです。だから、国会前で座り込

みデモをやったり、集会をしたり、必死な思

いで行動しています。 

これ以上、過労死を増やしたくありませ

ん！人間らしい生活をするため、子どもたち

の希望ある未来のために、みんなで止めまし

ょう！ 

ありがとうございました。 

 

街頭で訴える内野さん（右） 
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「過労死１１０番」３０周年記念シンポジウムに参加   
                                               事務局員   荒木 照世 

  ６月 13 日「過労死 110 番」シンポジウム

（主宰・過労死弁護団全国連絡会議）が東京

で開かれました。                                  

国会では安倍政権は「現代の奴隷制度とも

いえる最悪な過労死促進法」（「残業代ゼロ

制度」になっている「高プロ」法案含む「働

き方改革」一括法案）を、過労死家族の会の

方々の悲痛な声、はたらく人たち・世論の圧

倒的反対にも耳をかさず、ごり押し成立をね

らっている時期でした。 

会場には、家族の会の方々や過労死弁護団

（名古屋から見えた副会長の水野弁護士にも

お会いしました）、医師、学者、全国の健康

センターからたくさんの参加者で一杯でし

た。又、テレビカメラも入り、新聞記者等報

道陣も多く、国会の動きに連動して関心の高

さが伺えた集会でした。 

この集会ではふたつの講演がありました。

一つ目は、関西大学名誉教授森岡孝二氏の

「過労死１１０番の３０年」～新しい社会運

動のあゆみ～ です。森岡教授は次のように

述べました。 

 この運動は 1988 年４月大阪で初めて実施

されてから３０年、日本の「カローシ」が世

界共通語になるような悲惨な状況が出てくる

なか始まった。事務局が作成した「歩み」を

見ると 

「第１期」では電話相談殺到。初の労災認定

が東京でされた。「第２期」47カ所窓口設置

・家族の会結成「第３期」損害賠償・行政訴

訟の増加、2000年代に入り「第５期」自殺の

激増と「精神障害・自殺」認定基準改正の運

動。数々の長い苦労の裁判勝訴やその後は「脳

・心臓の認定基準改正」が行われた。「第８

期」2012年頃、過労死はあってはならないと

「過労死防止基本法」制定目指して大運動が

始まりました。 

最後に「過労死・過労自死」の被災者は後

を絶たない現状があります。近年では若者の

過労死・過労自殺の悲惨な事例が増えつつあ

ります。過労死大国という汚名を返上する対

策が早急に必要です、と強調されました。 

過労死弁護団と共にこの３０年運動の大

黒柱として活躍されてきた森岡氏の話はデー

タや資料とともによく分かりました。 

 

二つ目の講演は、「過労死（過労自殺）の予

防・補償をどのように進めていくか」と題し

て代々木病院精神科医師・社会医学研究セン

ターの天笠崇氏が行いました。  

「過労死等防止対策推進法」は成立しまし

た。しかし、依然として長時間・過重労働･パ

ワハラ・労働者に裁量決定権がないことなど

がうつ病や自殺の原因として医学的に確立さ

れています。 

 

私も「第８期」の 2011年に愛知健康センタ

ーへ事務局入りしたので「過労死防止法」制

定を目指す運動に取り組んだことをよく思い

出します。５２万筆集めた署名活動、地方議

会での意見書採択への働きかけ、名古屋市議

会での意見書採択は思いがけなくて、うれし

いことでした。 

院内集会が何度も開催されました。やがて

超党派議員連盟が発足、そして 2014 年６月

20日に「家族の会」の方々が国会で固唾を呑

んで見守るなか、念願の「過労死等防止対策

推進法」が全会一致で成立しました。 

その後の過労死防止運動についての報告

も全国センターの岩城事務局長からありまし

た。 

厚労省主催で「過労死防止シンポジウム」

が毎年開かれるようになりました。愛知健康

センターも実行委員会に参加しています。厚

労省の学校への講師派遣事業もはじまり、労

働問題・労働条件に関する啓発事業推進にも

力を入れています。これらも、過労死防止法

を制定させてきた粘り強い大運動の成果だと

改めて感じました。 

今後も過労死をなくす取り組み・運動を強

めていくことを参加者全員で確認し集会を終

えました。 
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医療研究集会で職場の労安活動の分科会 
愛知県医労連 副委員長  幸島 元彦  

愛知県医労連では毎年開催する「愛知県医

療研究集会」（第 36 回）を 5/20 に行い 124

名が参加しました。介護のしごとを描いた映

画「ケアニン」の上映とプロデューサートー

ク企画に続き、午後から 5つの分科会を開催。 

労安の分科会として「『働き方改革』～労働

者の立場からできるアプローチ」、と題し愛知

健康センターの高垣事務局次長を講師に 12

名が参加しました。 

講演では過労死の傾向として若者が多く、

メンタル、自死が増える傾向にある。予防策

が大事で学校でワークルールを学び過労死家

族の話を聞くとりくみを広げている。職場で

は労安活動の担い手を増やし労働安全衛生活

動の強化が必要だが、変えるためにはまず労

基法や労安法を学び知ることでしか始まらな

い。スウェーデンでは人口の 1/8が衛生管理

者の資格をとっている、と話がありました。 

職場レポートでは豊橋市民病院支部の中川

書記長（看護師）が労安委員会を活用して当

局に残業、夜勤回数、ストレスチェックなど

の資料を出させ、始業前残業（患者情報収集）

や休憩時間がとれない分を残業代請求できる

よう整備させている例など報告されました。 

6 組織の組合が参加、交流しましたが、労

安委員会は少数組合で委員を送れていないと

ころ、組合が委員として参加しているが活用

できていないなどの状況などが話されました。 

職場で労働法を守らせるには労働者が知ら

なければいけない、と改めて強調し 7月に「衛

生推進者養成講座」を県医労連として集中し

てとりくむ重要性を確認しました。 

 

 

【分科会感想文まとめより抜粋  第４分科会「働き方改革」】  

 

◇よかった点◇  

◆資料がいろいろあった点【看護師】  

◆労働法の重要さを再認識した。労働安

全衛生に関する知識が乏しかった。こ

れから学ぼうと思った【事務】  

◆他病院の情報が聞けて良かった【事務】 

◆他病院の状況がわかった【事務】  

◆労基法の確認が必要【調理師】  

◆学ぶ、とにかく学ぶ。だまされないた

めに【職種不明】  

◆豊橋市民の労安を用いた職場改善運

動が勉強になりました【臨床検査技師】 

◆知ることの大切さ、知る・学ぶ機会が

あることを知った【看護師】  

◆労働法を学ぶことの重要性を知りま

した。自分が働いている病院の実態を

調査してみたいと思った。夜勤回数や

休憩時間の取得の有無など【臨床検査

技師】  

 

◇改善点◇  

◆内容が広範囲すぎてまとまりにくい

【看護師】  

◆組合活動を活発にされている方ばか

りが参加していたようですので、自分

は場違いなように感じました。組合単

位ではなく他施設での具体的な話が

聞けるのではないかと思っていたの

で、あまりおもしろくなかったです

【看護師】  
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第 4回 「保育労働」と「人間らしい労働と生活」 

      愛知健康センター理事長  猿田 正機 

 

今回は、5月19日に「愛知労働問題研究会」

での藤原佳子（全国福祉保育労東海地本書記

長）さんの「『愛知県保育労働実態調査』を共

同の運動の一環として行って」の報告とその

時の議論に触発されて「保育労働と人間らし

い労働・生活」について書いてみたい。 

 

（1）「保育労働」問題 

この研究会は、毎回、大変勉強になってい

る。今回は、｢保育労働｣についてであったが、

このテーマは、「人間らしい働き方」にとって

も関係の深いものである。安心して働ける条

件・環境がなければ、「人間らしい労働・生活」

は実現しないからである。「保育」をどうする

かは日本の将来を考えた場合、最重要課題の

一つと言ってよいだろう。そこから、保育園

に預けられる子どもの姿だけでなく、子ども

を預けて働く親の姿、それを支える保育労働

者の姿などから、日本の労働・生活実態が透

けて見えてくるからである。保育労働者の家

庭は、「共稼ぎ」が多いという点では、日本の

未来の家族の姿でもある。 

保育労働の現場の労働条件の酷さは当然

予想されたが、いまでは正規雇用 6人に非正

規は 10 人という割合で、正規の賃金は月額

14.5万円、非正規は 9.3万円で、低賃金なう

え大幅な格差があり、「低賃金化と非正規化」

が進んでいるという。細かい「実態調査」の

報告がなされたが、それは今回は省略して、

ここでは報告を聞いていて感じたこと、発言

したことを二、三書いておきたい。 

 

（2）労働時間の短縮と「代替要員」確保の重

要性 

ひとつは、日本の「フリー保育士」の質疑

の時に、私はスウェーデンなどの「リリーフ

マン」について触れたが、それは、労働者が

休みを取っている時にだれが代わりに働くの

か、という点は、一斉休暇の場合を別とする

と、労働者・労働組合にとって大変重要な課

題であるからである。両国の労働時間制度を

簡単に比較してみたい。 

両国の労働時間の差は大ざっぱに考えて、

500 時間以上の差がある。これを前提として

労働時間制度をみる場合に、まず、押さえて

おかなければならないのは、労働関係の法律

である。たとえば、年間の有給休暇がどうな

っているのかということ。日本は最高 20日間

で、スウェーデンは最低 5週間であり、さら

に労働協約で 6週間とか 8週間などと決めら

れているのが普通である。つまり、法律と労

働協約をきちんと見ておく必要がある。しか

も、最低 5週間の有給休暇が 5年間持越し可

能となっている。ところが日本の場合には、

労働協約でさらに延長という例はほとんどな

いだけでなく、20日間しかない有給休暇の消

化率が 50%程度と低くなっている。日本で特

に問題なのは、いわゆる「三六協定」によっ

て、「底なし」の残業が認められてきたことで

ある。 

この他に、スウェーデンの場合には、480 日

間の有給育児休暇（賃金の 80%）だけではな

く、12 歳までの年間 60 日間の有給介護休暇、

年間 60 日間の近親者有給介護休暇など様々

な権利としての休暇があり、その休日を確保

するために常用パート、臨時パートや派遣・

アルバイトを含めて様々な雇用形態を労働

者・労働組合が考案し利用している。言うま

でもなく、長期の有休育児休暇は日本のよう

な「ゼロ歳児保育」を不要なものとする。ま

た、有給の子ども介護休暇や近親者介護休暇

や長期のバカンス休暇も、それを支える雇用

システム(雇用形態)なしにはできないであろ

う。この雇用システムは、私がスウェーデン

留学中に最も感心させられたことのひとつで

あり、これを私は、「連帯賃金」に学んで「連

帯雇用」と呼んでいる。また、勤務間インタ

ーバル制度も、過労死防止のためにも、ヨー
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ロッパ並みの 11 時間を早急に義務化する必

要がある。 

日本のように、経営者主導で、すべての雇

用形態や労働時間が、企業が労働者を低賃金

労働力としてどう利用できるか、という視点

からシステムづくりをしているのとは対照的

である。日本の場合には、非正規雇用の多様

化のみならず限定正社員など正規雇用の多様

化もすべて低賃金労働者としての利用のため

のものである。そのシステムを支える「子ど

も食堂」や「企業内保育所」、さらには「幼保

の無償化」が日本では美談としてニュースに

なるが、これは日本の社会保障の貧困を表す

以外の何ものでもない。このように重要な問

題が、日本では社会システム全体の議論にな

らないのは非常に残念なことである。 

 

（3）日本的に歪められる「同一価値労働同

一賃金」 

もっとも驚いたのは、二つ目の、クラス担

任を正規と非正規の職員が担当していて、非

正規の賃金は正規の 1/2以下だということ、

それを合理化するために非正規労働者の労働

時間が正規労働者より 15 分短くなっている

という話であった。これについて私は、ILOの

「同一価値労働同一賃金」の視点から 15分ぶ

んの賃金カットは容認できるが、それ以上は

すべて差別だという点に触れた。また、雇用

主ごとに、同じ保育労働者なのに賃金や雇用

条件が違うと、保育労働者間の真の協力・協

同や連帯は出来にくくなる。それだけ「福祉

国家」の建設が難しくなる。 

 

（4）労働時間短縮闘争と「自由な時間の確

保」 

三つ目に、改めて痛感したのは、これらの

問題を解決するためにも、もっとも大事なの

は労働時間の短縮なのではないか、というこ

とであった。マルクスも言っているように人

間を成長させるのは、いろいろな意味で、「自

由な時間」である。スウェーデンなどのよう

に日本も経済的に余裕のある高度経済成長期

に時短や両親休暇などの制度化を進めておけ

ば、ゼロ歳児保育の問題も夜間保育の問題も、

さらには介護の問題もほとんど解決できてい

たのではないか。日本人も人間的にも個人的

にも、もっと成長できていたのではないかと

いう気がする。本来、残業は残業手当ではな

く、休暇などの労働時間で取り戻すべきだろ

う。ドイツやスウェーデンなどの「タイムバ

ンク制」もその一つとして採用すべき制度と

言える。その際、残業時間の休暇割増を付け

るのも一考だろう。 

 また、最近、ドイツ、フランス、アメリカ、

韓国など世界的に、最低賃金の引き上げが行

なわれ、日本の最低賃金の低さが際立ってき

ている。時短と並んで、最賃の大幅引き上げ

も当然、必要であろう。 

両親が安心して働き生活できるように、保

育は基本的には、公的に保障されるべきであ

る。心身障がい児保育の充実は両親が安心し

て働くことができ、子どもたちが社会的に成

長する環境を作り出すことにもなる。トヨタ

などは企業内保育所を作り、夜遅くまで保育

していると宣伝しているが、保育は企業の利

益追求に従属した形で解決すべき問題ではな

いだろう。さもなければ、日本社会が直面す

る深刻な「少子化」問題は解決しないだろう。 

 高度成長期以降、労働運動は春闘の賃上げ

闘争中心になってしまった。その結果、経済

成長や生産性向上、そして企業別の賃上げの

みが重視された結果、労働者がバラバラに分

断され、経営主導で統合され管理され、そし

て時短闘争が軽視され、過労死・過労自死を

生む要因を作ってしまった。 

 日本の労働者の多くは時間的に余裕がなく、

自由に過ごすことができにくくなっていると

いう実態がある。これでは人間的成長や社会

の民主的改革はおぼつかない。これではいわ

ゆる「福祉国家」はできない。終戦直後にで

きた労働基準法などの水準から後退し、ILO

などの国際基準から遠のくばかりの日本社会

を何としても改善していかなければ日本の未

来は暗くなるばかりである。知識社会にあっ

て賃金・労働条件の向上が企業経営にマイナ

スになるという日本的常識を早急に克服する

必要がある。そのためにも労働運動の躍進が

期待される。 
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富士機工障がい者(鈴木航さん)自死裁判を支援する会 

第 3 回定期総会開催 

支援する会事務局長  中安 俊文 

 鈴木航さん自死裁判は、2017年の 12月 11
日(月)会社側3人及び原告2人の証言ののち、
原告・被告双方が最終準備書面を提出し、
2018年 3月 12日(月)に結審しました。裁判
は、6月 18日(月)に判決となりました。 
 「支援する会」はこの判決前の 6 月 9 日
(土)、浜松市勤労会館において第 3 回の定期
総会を開催しました。冒頭、星川千里会長が

あいさつし、労働組合として一層支援活動を
強化すること、さまざまな工夫により運動と
組織を広げていく決意を表明しました。 
 議事に入り、この裁判の弁護士の一人であ
る横山巌先生が「本件裁判の意義と到達点」
について報告しました。 

 主要な論点として ①知的障がい、学習障

がいを有する労働者に対する合理的配慮 ②

障がいを有する労働者の二次被害としての精

神疾患の発症 ③障がいを有する労働者の自

死の予見可能性についての３点をあげました。

①は会社が航さんの障がい特性を全く把握し

ようとせず、入社前の母親の説明が現場には

全く伝わっていなかったこと、300ｔ（トン）

プレス業務への配属も航さんが知的障がいで

あったことも知らない上司の素人判断であっ

たことなどを立証してきたこと、②は浜松労

基署の「業務外」との認定は容認できないが

第二次障がいとしての罹病を認め、原告側の

裁判での主張の正しさが証明されたこと、③

は自死の可能性そのものの予見ではなく障が

いを有する労働者が，精神的負荷がかかる危

険のある業務に従事していることを知ること

で足りるとし、会社はこれを知る立場にあり

予見可能であったこと、これら３点に対し裁

判所がどう判断をするのか注目されると強調

しました。 

 議事は、トヨタ総行動と連動した富士機工
の親会社となったジェイテクトの門前ビラ、
母親のゆかりさんが詩を綴り、それにセンタ
ー合唱団の仲間が曲をつけ「つどい」で発表
し、大きな反響を得たことなどの活動の報告

がなされました。続いて
活動方針が報告され、判
決が勝訴であれば被告
側が控訴する可能性が高く、請求棄却の不当
判決であれば原告が控訴するため二審でのた
たかいは避けられないこと。そのためのカン
パ活動が急務であること、こうした活動にふ
さわしい規模の決算・予算の報告がなされま

した。会場からは「署名は訴えるほど広がる。
友人などの協力を得て 1500 筆あつめること
ができた」など感動的な活動が報告され、議
案は満場一致で採択されました。 
 最後に新役員が、6月 18日の判決の傍聴目
標達成の決意を表明し、終会しました。 
 

予見可能性がないと不当判決 

静岡県働くものの安全と健康を守る 
センター 事務局長    相曽 茂 

18 日浜松地裁は、請求棄却判決を下した。
会社業務が過重であった事は認めた。「航さん
が努力の成果が得られず苦慮し」、「手順書が
混乱と困惑を来」し、「安全面にも心理的負担
を感」じていた等、能力に比して過重であり、
「業務に対する心理的負荷が自殺を招いたと
推測される」とした。しかし被告がその過重
性を認識できず、うつ病の発症等の予見可能
性がないとして全体を棄却した。理由は、「意
欲が見られた」「順調に覚えていた」「「身近で
指導しており叱責もしなかった」「作業効率は

求められなかった」などを挙げている。 

 

 
判決後、無念の挨拶をするご両親 
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大阪地裁、不当判決！ 

豊通逆出向社員の過労自死を労災と認めず 
 

事務局員  鈴木 利往

 6月 13日、大阪地裁で、過労自死した豊通

逆出向社員の労災認定を求める行政訴訟の判

決がありました。傍聴者が固唾をのんで見守

る中、内藤裕之裁判長は、｢原告の請求を棄却

する｣とだけ述べ、1分もかからず法廷を後に

しました。 

 

＜事案の概要＞ 

 被災者Ｙさんは、豊通鉄鋼販売社員として

勤務していましたが、親会社豊通名古屋本社

(本店)へ逆出向し、大阪から名古屋へ単身赴

任していました。2011年ベトナム海外出張の

ため、豊通東京本社鉄鋼貿易部へ出向し、3回

にわたり、ベトナムに出張し、3 回目のベト

ナム出張中の 9月中旬頃、うつ病を発症し、

出張途中に帰国。大阪へ戻り 10月 31日まで

療養し、11月から豊通名古屋本社に勤務。 

 2012年 7月下旬から 8月初旬頃にかけて不

眠の症状を訴え、豊通名古屋本社からの転勤

を申し出た。自宅休養中の 8月 10日頃、豊通

鉄鋼販売・水越社長から電話があり、｢建材の

仕事は、仙台か新潟しかない。転勤は家族同

伴が望ましい｣旨を伝えられた。被災者Ｙは、

会社からの退職強要であること、家族同伴で

仙台への転勤は無理であること、休みたいが

退職覚悟でないと言い出せないなどを友人に

話した。被災者は、11日の夕食時に、家族同

伴での仙台への転勤の話を伝えた。その後、

被災者は 8 月 15 日まで大阪自宅で過ごし、

同日単身赴任の名古屋のマンションへ戻った。 

 8月 16日頃、名古屋の単身赴任マンション

で自死。 

 

＜判決の不当な内容＞ 

１．ベトナム出張について 

被災者の英語力については、ホーチミンに

いた関係者が、英語については大変だったと

認め、実際、ハノイでの仕事はできていなか

った。ハノイ地区には、被災者には人脈もな

く、大変だった。しかし、判決では、｢大変で

はなかった｣と切り捨て、事実認定が極めて薄

い内容である。原告弁護団は、ベトナム出張

は、今まで担当したことがない仕事の大変さ

を強調したが、事実を全く認定しなかった。 

２．うつ病の増悪について 

 精神疾患の増悪については、｢特別な出来

事｣が認められる必要がある。精神疾患の認定

基準は判決では述べていないが、専門家が作

成した基準であるからそれに沿って照らして

も｢特別な出来事｣は認められない。判断は

｢中｣程度としか認定していない。 

３．豊通鉄鋼販売・水越社長からの電話につ

いて 

 ｢仙台しかない｣と電話で伝えたことは、業

務命令ではないので、精神的負荷の強度はな

い。｢強｣とは認められないと言う薄っぺらい

判決。被災者の出向の負荷、配置転換につい

ては｢強｣、海外出張・叱責については｢強｣と

認めつつも、この内容については２ページ程

度にまとめてあるだけで、発症については何

も判断していない極めて酷い判決である。 

 判決文は、評価なしで流されてしまってい

る状況で、事実認定のやり直しを求める必要

がある。時間外勤務についても評価は弱く、

社長からの直接の電話についても評価されて

いない。さらに認定基準のどれに該当するか

の判断もされておらず欠落している。出向し

海外勤務についても判断を避けている。以上

のように弁護団は指摘し、田巻弁護士は｢この

ように酷い判決は初めて！認定基準さえしっ

かり見ていない。判断理由が明確になってお

らず、判断理由の不備の判決。判決に値しな

い！｣と厳しく指摘しました。 

原告の妻Ｍさんは、｢この内容では受け入れ

られない。控訴しもう一年頑張りたい｣と固く

決意を述べました。皆さんのご支援をお願い

申し上げます。 
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過労死防止学会 in 北海道 

事務局員  吉田 典子 

 6 月 2 日～3 日に過労死防止学会第 4 回大

会が札幌の北海学園大学で開催されました。

6 月 2 日が 107 名、3 日の新規参加者を含め

ると、合計 187名でした。学会会員は、過労

死した人の遺族、弁護士、医師、研究者たち

です。 

 初日午後の日中韓過労死防止国際シンポジ

ウム、2日目午前の 6つの分科会、午後は「働

き方改革」をテーマにした「過労死問題から

みた“働き方改革”の諸問題」をテーマに活

発な報告と討論が行われました。 

 韓国では文在寅大統領の下で、今までの週

68時間勤務制（法定 40時間＋時間外 12時間

＋休日労働 16時間）に替わって、新たに週 52

時間勤務体制が導入されます。これによって

1週間の時間外労働の上限は今までの28時間

から 12時間になります。 

 ドイツでは原則として時間外を含め、1 日

10 時間超えて働くことは法律で禁止されて

います。6 か月間の平均では 1 日 8 時間を超

えて労働してはならないとされています。EU

加盟国では労働指令によって週労働時間の上

限は 48時間とされています。この場合、日本

の週 40時間制を基準とすれば、8時間が 1週

当たりの時間外労働の上限ということになる

のです。 

 ところが、日本の労基法には 36協定があり

ます。休日労働協定のなかには、日立製作所

のように朝 8時 50分から翌朝 8時 50分まで

とか、NTTのように午前 0時から 24時までと

いうのがあります。（2017年度情報公開請求） 

 第 5分科会 職場のハラスメントと過労の

実態に参加しました。自殺対策白書によると

15 歳～39 歳までの死因第 1 位は自殺です。

「市バス運転手の焼身自殺と公務災害認定」

の山田明さんは 37歳。「神戸製菓会社 20歳

青年パワハラ自死事件」の前田颯人さんは 20

歳。そして「中部電力新入社員労災認定裁判」

を闘っているわたしの息子、鈴木陽介は 26歳

でした。 

 東京いの健センターの色部さんは「今日、

職場では『いじめ・嫌がらせ』『ハラスメン

ト』が横行している。精神疾患にかかる労働

者が増えている。パワハラを例にとれば被災

者がどんなにリアルにかつ経験した本人しか

再現できない事実を語っても、パワハラの加

害者は労基署の聴取に対し、ほぼ 100％その

事実を否定する。また業務指導の範囲だと言

い逃れる。そして職場の同僚からの聴取では

『そうした事実は知らない』と話す。労基署

の判断は『客観的な裏付けがない』との理由

で不支給とする」と話されました。 

過労死・過労自死の場合は、遺族がその原

因を証明しなければならない。仕事のことが

わからない家族が悲しみの中、とても辛いこ

とと何年も向き合っていかなければならない

のです。 

 高度プロフェッショナル制度（高プロ）は

労働者にメリットはありません。過労死を考

える家族の会メンバーは、働き方改革関連法

案から削除するよう求め、首相官邸前で座り

込みをしました。そのメンバーが学会に参加

しています。仕事で命をなくすようなことが

あってはならないのです。憲法第 25条「すべ

て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を

営む権利を有する」と謳っています。 

 学会に参加させていただき、多くのことを

学び、たくさんの方とお話ができいい経験で

した。また、みなさんに私の裁判の署名を快

くしていただきました。どうもありがとうご

ざいました。  
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堀さんの命日を機に豊川市長との 6回目の懇談 

トップの姿勢がいきるパワハラ対策 
事務局員  吉川 正春 

2012年、豊川市役所児童課長堀照伸さんの

公務災害が確定してから、6 回目の豊川市長

との懇談を 6 月 7 日午前 10 時から市長応接

室で行いました。市側から山脇実市長、副市

長はじめ 5人。「豊川市を見守る会」からは堀

しずゑさん、岩井羊一弁護士はじめ８人でし

た。 

昨年の経過と今年の取り組みをお聞きし

た後、岐阜市役所でも同様の事件があり、岐

阜市長が遺族に謝罪し、ご遺族の命日に「過

労死防止週間」を取り組んでいることを伝え

ました。懇談の中で、近隣市で起きた消防職

員の暴力事件に豊川では「消防長ハラスメン

ト防止宣言」を発表。パワハラの周知・防止

体制・研修の徹底がなされていました。 

また、ストレスチェックで数値が高かった

病院職場でも「勤務時間の適切な取り扱いに

ついて」病院長名通達。「上司から部下へのね

ぎらい、同僚の助け合いなどによって精神的

な負担を和らげる・・」とし、看護士の慢性

的な人員不足に、年間募集、介護福祉士の活

用、応援ナース等に取り組んでいるそうです。 

豊川市では堀さんの判決を受け、いち早く

市長が謝罪しました。市の職員だけでなく広

報「豊川」で市民に報告し、再発防止策を打

ち出しました。トップの姿勢が何よりも大切

だと痛感しました。 

市長との懇談後、堀さんの裁判で貴重な証

言をされた方が営んでいる「そば処」でおい

しい昼食をいただき、解散しました。

 

衛生推進者養成講習のお知らせ 
  

本講習の最大の特徴は働くものの立場になって、すぐに役立つ労働安全衛生活動

の方法が身につき、「衛生推進者」の資格が取れることです。 

 

日 時  :                           7月 28日(土)10時から 17時 

会 場  :                           労働会館本館 2階会議室 

主 催  :                           社会医学研究センター 

現地窓口 :                           NPO愛知健康センター 

  

今回は医労連さん 20名、愛知健康センター10名目標で募集を開始しました。6月

15日の段階で医労連 20名を超え、愛知健康センターも 10名の目標を達成しまし

た。愛知健康センターとしましては、6月 28日の期限でしたが、期限を早めて募

集を締め切りました。次回の募集時にも是非、多くの労働組合、団体で取り組ん

で頂くようお願いいたします。 

 

 

 



トヨタ社員労災認定裁判
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2018年８月21日(火)16時

2018年９月５日(水)11時

寺井土木関岡労災認定裁判

工務部長、受注工事の施工を統括管理、自らも｢砂
川｣の工事担当、再三の契約変更で困難な業務に。
資材置き場で自死。名古屋地裁不当判決！名古屋高
裁へ控訴
(原告：妻、被告：国)

控訴審日程未定

名古屋地裁不当判決(4月11日)

名古屋高裁(控訴審)

名古屋地裁1101号法廷

2017年11月30日、名古屋高裁は、会社の責任を認
め、地裁判決を上回る判決!　しかし、被告・加野青果
は最高裁へ上告。現在最高裁で受理・不受理の審理
中。

トヨタ自動車技術職社員が過重労働と上司のパワ
ハラでうつ病発症し自死。裁判所で文書提出ついて
トヨタ自動車とせめぎ合いが続いている。次回法廷
未定(原告：妻、被告：国)

次回日程未定

口頭弁論

控訴審日程未定

2018年6月18日(月)13時10分判決

大阪高裁(控訴審)

浜松地裁不当判決

心臓障害1級社員で、豊通鉄鋼販売から豊通へ逆出
向。ベトナム海外出張中にうつ病発症。休養中に、社
長から直接無理な転勤を伝えられ、名古屋市内の単
身赴任先で自死。労災認定を求め大阪地裁へ提訴。
不当判決！大阪高裁へ控訴(原告：妻、被告：国)

浜松地裁

2018年９月５日(水)10時

業務中の災害(片眼失明に伴う心因反応)に対する
労災認定を求める行政訴訟
(原告：本人、被告：国)

７月17日(火)11時

弁論準備

大阪地裁不当判決(6月13日)

名古屋地裁　1103号法廷

名古屋地裁　201号法廷

豊通逆出向社員労災認定裁判

加野青果社員損害賠償請求裁判

冨士機工社員パワハラ過労死損害賠償請求裁判

名古屋地裁　1103号法廷

ティーエヌ製作所岩永労災認定裁判 十六銀行員労災認定裁判

市バス運転士の公務災害は認定されたが、名古屋市
と交通局に対し謝罪を求めて損害賠償請求裁判を
提訴(原告：両親、被告名古屋市と名古屋市交通局)

入社した年の12月に、人員削減による業務多忙（仕
事関係の資格取得準備)と上司のパワハラにより自
死(原告：父親、被告：国)

鈴木航さんは障害者枠で富士機工に入社。いきなり
プレス作業に配属。上司は障害者だからと言って「差
別はしない」と健常者と同じ扱い。なかなか覚えが
悪い航さんに「バカはバカなりに」とパワハラ指導。
その経過を航さんは手帳に一万字に及ぶメモを残
す。入社50日目に自死。安全配慮義務」を果たさな
かった会社に損賠を求める裁判
（原告:両親、被告:富士機工)

最高裁

名古屋地裁　201号法廷

裁判の進行状況と裁判日程をお知らせします

公正で道理ある判決を求めます。多くの市民が注目しています。

あなたも署名にご協力ください。また傍聴に参加してください。

中部電力新入社員労災認定裁判 市バス運転士山田損害賠償請求裁判

やまぜんホームズ大迫労災認定裁判
過労とパワハラで自死。労災認定を求める行政訴
訟。被災前六ヶ月間の時間外労働時間は、平均100時
間47分に上る準備書面を提出。また、証人尋問に向
けての準備書面も提出した。
(原告：妻、被告：国)

2018年6月25日(月)13時20分

弁論準備

名古屋地裁　201号法廷

入社四ヶ月目に主担当となり、会社の十分な支援が
ない中、過重な任務とパワハラにより、入社七ヶ月
で自死(原告：母親、被告：国)

口頭弁論 口頭弁論

弁論準備
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ちょっと照れ臭かった陳述書 
 

中部電力人権裁判 元原告        

日本国民救援会三重県本部役員  

全日本年金者組合本部執行委員  鬼頭 昌俊   

 

 中部電力人権裁判が解決して約 21年、最近になってやっと私が持っていた沢山の裁

判資料を片付ける（捨てる）気になりました。作業に取りかかって間もなく、製本し

た陳述書が出てきました。「これは捨てられない」この時、結局又、片付けは中断、進

まなくなりました。 

 当時、陳述書は、弁護士が聞き取って書いてくれるものと思っていました。どっこ

い、原告 90 名、各人が自分で書いて弁護士に見てもらって仕上げる事だったんです。

作文の苦手な私は困惑。しかし「やるしかない」と覚悟して書きました。担当弁護士

に何度も何ヵ所も削除、修正され書き直しました。特に差別扱いされた時の状況とそ

の時の思いをもっと具体的にと指摘されました。職場の親睦行事やクラブ活動からの

排除、仕事の取り上げ等々。しかしその時の惨めな、つらい思いを書くと、弱音を吐

くようで書きづらかったです。幸い日記代わりに手帳に毎日毎日その日の出来事を書

いていたので具体的に正確に書くことが出来ました。 

 陳述書が出来上がるのに約 2 ヵ月かかりました。続いて、この陳述書を製本する事

になって書名をつけることになったのです。なんて書名にしようか、又又悩みました。

締め切り間ぎわになってやっと決めたのが『闘ってこそ守れる 人権と平和』しかし、

出来上がってきた立派な製本を見て、何か照れ臭いというか恥ずかしい気がしました。

この“書名”にふさわしい内容だったろうか。名前負けしていないか、そう思えてき

たのです。裁判の普及宣伝、カンパ活動の為に、この

陳述書を 500 冊（500 円売り）印刷しました。結局半

分ぐらい売り、多くはカンパのお礼に配布してしまい

ました。 

 現在は、この書名への思いは違います。私達の裁判

が終わって、その後も思想差別事件があり、過労死裁

判、又日本国民救援会で冤罪裁判の取り組み。現在、

9条が危ない、平和が危ない、と 3000万署名の取り組

み、そして原告吉田典子さんの「中電新入社員労災認

定裁判」等々、正に『闘ってこそ守れる 人権と平和』

は現在尚大切な課題だと確信し、書名の通り、これか

らも頑張っていこうと思っています。 

 

 



月　日 曜日 時刻 事　　　項 場　　　所

７月２日 (月) 10:30 ｢いのちと健康｣発送・配達 愛知センター事務所

７月３日 (火) 13:00 過労死等防止対策推進シンポジウム実行委員会 水野幹男法律事務所

７月４日 (水) 10:00 トヨタ社員労災認定裁判(審尋、非公開) 名古屋地裁201号法廷

７月５日 (木) 京都センター訪問・調査 京都

13:30 母親大会実行委員会

13:30 トヨタ社員労災認定裁判支援する会事務局会議 豊田市崇化会館

10:00 愛知健康センター事務局会議 愛知センター事務所

14:55 過労死防止啓発授業(宋艶苓先生講座) 中京大学

７月11日 (水) 10:00 やまぜんホームズ・大迫労災認定裁判弁護団会議 愛知センター事務所

７月12日 (木) 18:30 愛知センター理事会 労働会館２階会議室

７月17日 (火) 11:00 岩永労災認定裁判(弁論準備) 名古屋地裁201号法廷

７月20～22日 金～日 国民救援会総会

７月22日 (日) 10:00 愛労連定期大会 一宮スポーツセンター

７月23日 (月) 10:00 愛知健康センター事務局会議 愛知センター事務所

9:45 衛生推進者養成講座 労働会館２階会議室

13:30 寺井土木・関岡労災認定裁判報告・決起集会 岡崎弁護士会館

７月31日 (火) 名古屋過労死を考える家族の会世話人会 愛知センター事務所

８月１日 (水) 全国センター理事会 東京

８月６日 (月) 10:00 愛知健康センター事務局会議 愛知センター事務所

８月20日 (月) 10:00 愛知健康センター事務局会議 愛知センター事務所

８月21日 (火) 16:00 十六銀行員労災認定裁判 名古屋地裁201号法廷

８月25日 (土) 13:30 愛知健康センター第28期総会 労働会館２階会議室

10:00 中電新入社員労災認定裁判(口頭弁論) 名古屋地裁1103号法廷

11:00 市バス山田さん損害賠償請求裁判(口頭弁論) 名古屋地裁1103号法廷

９月10日 (月) 18:00 過労死判例研究会 水野幹男法律事務所

９月28～29日 金～土 全国過労死弁護団総会 犬山市・犬山ホテル

11月20日 (火) 13:00 過労死等防止対策推進シンポジウム 国際センター別東会議室
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７月･８月の日程
（９月以降の日程を一部含む）

７月９日 (月)

７月７日 (土)

９月５日 (水)

７月28日 (土)

名古屋地方裁判所建物入口で、

より 開始！

7月から、X線持ち物検査が、名古屋地方裁判所入り口でも始まります。空港レベルのX線検査です。大阪

地裁では、手荷物はプラスチック製のかごにいれX線を通して検査し、人物は高さ２ｍほどのアーチ状の

場所を通過します。ベルトのバックルにさえ反応し、ズボンのベルトを外して、再度検査機を通過させられ

ました。この検査が名古屋地裁でも始まり、入場に時間を要するので注意が必要です。

 


